
新型コロナウイルスの検査体制の拡充について 

（身近な医療機関におけるＰＣＲ検査の実施） 

 

令 和 ２年 ８ 月 19 日 

健 康 対 策 課 

 

１ 趣旨 

今般，公募に応じた県内のクリニック等の協力を得て，身近な医療機関での唾液

によるＰＣＲ検査を可能にすることにより，感染確認検査を高頻度化し，早期の新

規感染者の把握及び入院等措置の徹底を図る。 

 

２ 相談・検査の流れ（網掛部：追加の検査体制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 期待される効果 

○ 保健所を介さず，医師の判断でその場で検体を取れるようになり，検査までの

時間が短縮される。 

○ 感染者把握の入口（検査の窓口）が大幅に増加され，今後の感染拡大やインフ

ルエンザとの同時流行に備えられる。 

○ 保健所による検体採取場所の調整や検体搬送が不要であるため，保健所は，積

極的疫学調査に集中できる。 

県     民 

かかりつけ医 

帰国者・接触者相談センター（保健所） 

帰国者・接触者外来【45】 

検査機関 

クリニック等(唾液※による検査)【673】 

医療圏 広島 広島西 呉 広島中央 尾三 福山・府中 備北 計 

施設数 386 42 48 40 52 83 22 673 

・ 診療に混乱を来さないよう，施設名は非公表 

・ 今後も公募により増やしていく(表数値は８月 16 日現在) 

検査機関 

診察 

相談窓口 

疑い例の診察・検体採取 

地方衛生研究所,大学,民間検査機関 

診察,検体採取 

民間検査機関 

・民間検査機関が検体回収  
・医療保険が適用され，患者の 

自己負担分も公費負担 

徹底した早期の新規感染者の把握と入院等措置の実施 

※ 唾液は患者自身が採取し， 
医療者への感染ﾘｽｸは低い 
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